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第８章　財政収支の見通し

８-１.財政収支見通しの推計方法

　財政収支計画の算定に当たっては、水道施設総合整備計画やアセットマネジメントを踏まえ
た長期的な財政収支見通し（50年間・決算ベース）を作成した上で、10年間の財政収支計画を作
成しました。

【財政収支見通しの基本的な考え方】

市民生活への影響等を考慮し、長期的な財政収支見通し上の料金改定率を「10％を超えない範囲」とし、
料金水準の見直し額と企業債借入額の配分を検討する。その上で長期的な企業債の借り入れ条件と次のと
おり設定した。
・企業債充当率を上水道の建設改良費の 40％を上限
・企業債残高 400億円を上限
・企業債残高対給水収益比率 450％を上限

企業債の借り入れ条件

・現在の社会経済情勢や金利状況などに鑑み、令和８（2026）年度までは現行の料金水準を維持する。
・令和９（2027）年度以降の資金不足については、料金水準の見直しや企業債により対応する。

・科目別の設定条件は表 67のとおりとする。

表67　財政収支見通しの設定条件
科　目 設　定　条　件
給水収益 年間有収水量×供給単価

東日本大震災前３年間（H20～ H22）の平均値で一定
過去３年間の平均値で一定
R2 決算値で一定
事業内容を踏まえた額
既存分＋新規分

計上しない

事業内容を踏まえた額
過去３年間の平均値で一定
過去３年間の平均値で一定
事業内容を踏まえた額
既存分＋新規分

計上しない
事業内容を踏まえた額
事業内容を踏まえた額
事業内容を踏まえた額
計上しない

既存分＋新規分（元利均等、40 年償還）
計上しない

過去３年間の平均値で一定

預金利息：直近の預金金利（利率）を踏まえた額で一定
雑収益：過去３年間の平均値で一定

給与、法定福利費：R2 決算値×人件費上昇率
手当、退職給付金：過去３年間の平均値×人件費上昇率

支払利息：既存分＋新規分（元利均等、年利1.0％、40 年償還）
その他：過去３年間の平均値で一定

除却費：過去３年間の平均値で一定
撤去費：事業内容を踏まえた額
たな卸資産減耗費：計上しない

人件費：営業費用の人件費に同じ
工事請負費・委託料：事業内容を踏まえた額
その他：過去5 年間の平均値で一定

給水加入金
その他
国庫補助金
他会計補助金
長期前受金戻入

人件費

資産減耗費

委託料
薬品費
動力費
修繕費
減価償却費

その他

その他

特別利益

営業外費用

建設改良費

企業債償還金
その他

特別損失
企業債
国庫補助金
他会計繰入金
その他
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第８章　財政収支の見通し

８-２.財政収支計画

　財政収支計画は、図 91、表 68のとおりです。
　収益的収支では、10年間の収入合計は885.6億円、支出合計は860.0億円で、純利益合計は
25.6億円となる見込みですが、令和11（2029）年度からは欠損金（赤字）が生じることが見込ま
れます。
　資本的収支では、10年間の収入合計は280.6億円、支出合計は798.4億円で、収支不足額合計
は517.8億円となる見込みであり、補填可能額（内部留保資金等）で補填しても令和９（2027）
年度から資金不足（収支ギャップ）が生じ、最終的な資金不足は34.5億円になる見通しです。
　このため、令和８（2026）年度には、事業の現状と課題等を踏まえた上で、収支ギャップの解
消を図るための具体的な方策を盛り込んだ財政収支計画に見直す必要があります。

　収入については、水道料金収入である給水収益は、給水人口の減少に伴う有収水量の減少によ
り今後も減少していくものと見込んでおり、令和４（2022）年度に80.7億円見込まれる料金収
入が、令和13（2031）年度には75.9億円（△5.9％）となる見通しです。

８-２.１.　収益的収支

図92　有収水量と水道料金収入の推移

図91　財政収支見通し（50年間）と財政収支計画（10年間）

図90　財政収支見通し（50年間）と財政収支計画（10年間）
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第８章　財政収支の見通し

　支出については、人件費と委託料が年平均22.8億円（支出全体の約26.5％）で推移するものと
見込んでおり、最も割合の多い減価償却費は年平均40.1億円（支出全体の約46.7％）で推移する
見込みです。
　また、支払利息は、既に借り入れた企業債と新たに借り入れる企業債の利息を見込んでおり、
年平均3.1億円で推移する見込みです。

　収入については、主たる財源の企業債は、これまで将来の更新需要の増大に備えるため借り入
れを抑制し、その残高の縮減に努めてきましたが、今後は、現在の低金利の状況や過去の実績な
どを勘案し、長期的な視点に立って企業債残高の増嵩に留意しながら、増大する更新需要等に積
極的に活用するものとしており、年平均21.9億円と見込んでいます。

８-２.２.　資本的収支

図93　収益的支出の推移

図94　企業債借入額と残高
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図95　建設改良費の推移

図96　企業債償還金の推移

　支出については、建設改良費は、本ビジョンに基づく事業内容を踏まえて見込んでおり、主要
事業を中心として強靭の事業費が約９割を占めており、年平均60.9億円と見込んでいます。また、
企業債償還金は、元利均等償還の影響と簡易水道分企業債の償還完了により、減少していくと見
込んでおり、令和４（2022）年度に23.2億円と見込まれる企業債償還金が、令和13（2031）年
度には13.8億円（△40.4％）となる見込みです。

　本財政収支計画では、令和９（2027）年度から収支ギャップが生じる見込みとなっています。
　目指すべき将来像への歩みを着実に進め、水道事業を次世代に健全な姿で引き継いでいくた
め、水道料金水準や企業債充当率の見直しなどにより収支ギャップを解消し、令和９（2027）年
度以降の収支均衡を図ります。

８-２.３.　収支ギャップの解消に向けた取組
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第８章　財政収支の見通し

表68　財政収支計画

第９章
事後検証・フォローアップ

９-１．重要業務指標（KPI）

９-２．経営状況の見える化（経営指標の予測）

９-３．将来像の実現に向けて
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第９章　事後検証・フォローアップ

９-１.重要業務指標（ＫＰＩ）

　重要業務指標（KPI：Key Performance Indicators）は、本ビジョンの中心となる９つの主要
事業の実行性を確保するとともに、その達成状況をお客さまにわかりやすくお知らせすること
ができるよう目標として設定するものです。設定する指標は、事業の進捗状況がわかりやすく
把握できるよう局独自の指標（局指標）を設定するとともに、他事業体等との比較などができる
よう日本水道協会によって規格化された「水道事業ガイドライン(JWWA Q 100 : 2016)に基
づく業務指標（PI）」（Performance Indicatorの略称、以下「PI」という。）を活用しています。

※目標値及び長期目標の（　）書きは、目標年度前に目標値が達成される見込みの年度

表69　目標年度における重要業務指標（KPI）

指
標
№

重要業務指標
現在値
R2
2020

R8
2026

R13
2031

R53
2071

目標値 長期目標
対応する主要事業

【局指標】
バックアップ率（％）

【局指標】
基幹浄水場連絡管整備事業
の進捗率（％）

【局指標】
耐震診断実施率（％）

【PI：B602】
浄水施設の耐震化率（％）

【PI：B603】
ポンプ所の耐震化率（％）

【PI：B604】
配水池の耐震化率（％）

【PI：B605】
管路の耐震管率（％）

【PI：B606】
基幹管路の耐震管率（％）

【PI：B607】
重要給水施設配水管路
の耐震管率（％）

【局指標】
津波・浸水対策実施率（％）

【局指標】
土砂災害対策実施率（％）

【局指標】
停電対策実施率（％）

【局指標】
施設の更新率（％）

【PI：B504】
管路の更新率（％）

№14 浄水場再整備事業
№30 基幹浄水場連絡管整備事業

№30 基幹浄水場連絡管整備事業

№22 水道施設耐震化事業

№14 浄水場再整備事業
№22 水道施設耐震化事業

№20 水道施設更新事業
№22 水道施設耐震化事業

№20 水道施設更新事業
№22 水道施設耐震化事業

№30 基幹浄水場連絡管整備事業
№31 重要給水施設配水管整備事業
№32 老朽管更新事業
№30 基幹浄水場連絡管整備事業
№31 重要給水施設配水管整備事業
№32 老朽管更新事業

№31 重要給水施設配水管整備事業

№24 水道施設津波・浸水対策事業

№26 水道施設土砂災害対策事業

№28 水道施設停電対策事業

№14 浄水場再整備事業
№20 水道施設更新事業

№31 重要給水施設配水管整備事業
№32 老朽管更新事業
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第９章　事後検証・フォローアップ

９-２.経営状況の見える化（経営指標の予測）

　本市では、経営の状況や課題等を的確に把握するとともに、お客さまに対してわかりやすく説
明するため、総務省が主導して作成・公表している「経営比較分析表」を活用し、経営指標を用い
た経営状況の見える化を推進しています。
　経営状況の見える化は、経営比較分析表を活用することにより、経年比較や他事業体との比較、
複数の指標を組み合わせた分析を行い、経営の現状及び課題を明確かつ簡明に把握することが
可能となります。
　本ビジョンでは、経営的な視点から経営状況や課題等をより明確に把握するため、５年後、10
年後及び50年後の経営指標値を予測しました。

※R13及びR53の予測値は、R9以降の資金不足に対する財源確保の取組を実施した場合の予測値
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表70　目標年度における経営指標の予測

課題分類 課題をはかりとる指標
現在値 長期予測予測値
R2
2020

R8
2026

R13
2031

R53
2071

経
営
の
健
全
性
・
効
率
性

施
設
の
状
況

収益性
① 経常収支比率（％）

② 累積欠損金比率（％）

③ 流動比率（％）

④ 企業債残高対給水収益比率（％）

⑤ 料金回収率（％）

⑥ 給水原価（円/㎥）

⑦ 施設利用率（％）

⑧ 有収率（％）

⑨ 有形固定資産減価償却率（％）

⑩ 管路経年化率（％）

⑪ 管路更新率（％）

118.42

0

215.30

318.05

112.71

197.59

55.78

86.50

46.63

26.20

1.36

101.14

0

64.58

329.93

95.74

233.34

51.94

89.85

49.43

38.25

1.00

107.15

0

83.33

345.88

102.19

240.79

50.09

89.86

52.79

50.06

1.00

100.08

0

61.16

396.26

95.14

431.68

48.06

89.88

28.46

̶

1.00

財務状況

生産性

施設の効率性

老朽化

流動性

安全性
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９-１.重要業務指標（ＫＰＩ）

　重要業務指標（KPI：Key Performance Indicators）は、本ビジョンの中心となる９つの主要
事業の実行性を確保するとともに、その達成状況をお客さまにわかりやすくお知らせすること
ができるよう目標として設定するものです。設定する指標は、事業の進捗状況がわかりやすく
把握できるよう局独自の指標（局指標）を設定するとともに、他事業体等との比較などができる
よう日本水道協会によって規格化された「水道事業ガイドライン(JWWA Q 100 : 2016)に基
づく業務指標（PI）」（Performance Indicatorの略称、以下「PI」という。）を活用しています。

※目標値及び長期目標の（　）書きは、目標年度前に目標値が達成される見込みの年度

表69　目標年度における重要業務指標（KPI）

指
標
№

重要業務指標
現在値
R2
2020

R8
2026

R13
2031

R53
2071

目標値 長期目標
対応する主要事業

【局指標】
バックアップ率（％）

【局指標】
基幹浄水場連絡管整備事業
の進捗率（％）

【局指標】
耐震診断実施率（％）

【PI：B602】
浄水施設の耐震化率（％）

【PI：B603】
ポンプ所の耐震化率（％）

【PI：B604】
配水池の耐震化率（％）

【PI：B605】
管路の耐震管率（％）

【PI：B606】
基幹管路の耐震管率（％）

【PI：B607】
重要給水施設配水管路
の耐震管率（％）

【局指標】
津波・浸水対策実施率（％）

【局指標】
土砂災害対策実施率（％）

【局指標】
停電対策実施率（％）

【局指標】
施設の更新率（％）

【PI：B504】
管路の更新率（％）

№14 浄水場再整備事業
№30 基幹浄水場連絡管整備事業

№30 基幹浄水場連絡管整備事業

№22 水道施設耐震化事業

№14 浄水場再整備事業
№22 水道施設耐震化事業

№20 水道施設更新事業
№22 水道施設耐震化事業

№20 水道施設更新事業
№22 水道施設耐震化事業

№30 基幹浄水場連絡管整備事業
№31 重要給水施設配水管整備事業
№32 老朽管更新事業
№30 基幹浄水場連絡管整備事業
№31 重要給水施設配水管整備事業
№32 老朽管更新事業

№31 重要給水施設配水管整備事業

№24 水道施設津波・浸水対策事業

№26 水道施設土砂災害対策事業

№28 水道施設停電対策事業

№14 浄水場再整備事業
№20 水道施設更新事業

№31 重要給水施設配水管整備事業
№32 老朽管更新事業
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９-２.経営状況の見える化（経営指標の予測）

　本市では、経営の状況や課題等を的確に把握するとともに、お客さまに対してわかりやすく説
明するため、総務省が主導して作成・公表している「経営比較分析表」を活用し、経営指標を用い
た経営状況の見える化を推進しています。
　経営状況の見える化は、経営比較分析表を活用することにより、経年比較や他事業体との比較、
複数の指標を組み合わせた分析を行い、経営の現状及び課題を明確かつ簡明に把握することが
可能となります。
　本ビジョンでは、経営的な視点から経営状況や課題等をより明確に把握するため、５年後、10
年後及び50年後の経営指標値を予測しました。

※R13及びR53の予測値は、R9以降の資金不足に対する財源確保の取組を実施した場合の予測値
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表70　目標年度における経営指標の予測

課題分類 課題をはかりとる指標
現在値 長期予測予測値
R2
2020

R8
2026

R13
2031

R53
2071

経
営
の
健
全
性
・
効
率
性

施
設
の
状
況

収益性
① 経常収支比率（％）

② 累積欠損金比率（％）

③ 流動比率（％）

④ 企業債残高対給水収益比率（％）

⑤ 料金回収率（％）

⑥ 給水原価（円/㎥）

⑦ 施設利用率（％）

⑧ 有収率（％）

⑨ 有形固定資産減価償却率（％）

⑩ 管路経年化率（％）

⑪ 管路更新率（％）

118.42

0

215.30

318.05

112.71

197.59

55.78

86.50

46.63

26.20

1.36

101.14

0

64.58

329.93

95.74

233.34

51.94

89.85
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38.25

1.00
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345.88
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第９章　事後検証・フォローアップ

９-３.将来像の実現に向けて

　本ビジョンにおける各事業は、基本理念である「未来に引き継ぐいわきの水道　～安全でおい
しい水を必要なだけ～」を踏まえた50年後の「いわきの水道」への歩みを進めるために今後10年
間の道筋を示しています。これらの事業を着実に実施していくため、本ビジョンの下、10年間
の『実施計画』を策定します。実施計画は、事業ごとに目標を設定し、具体的な年次計画を策定
するとともに、実施計画に基づいた予算を編成し、将来像の実現に向けた取組を推進します。ま
た、事業をより効率的かつ効果的に推進するために、毎年度、事業の成果と効果の点検評価を行
い、実施計画の見直しを行います。

図97　ビジョンと実施計画の関係

表71　対応する事業

９-３.１.　実施計画の策定

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

目標いわき水みらい
ビジョン2031

いわき水みらいビジョン2031（R4～R13年度）

財政収支計画

実施計画の策定

実施計画に基づく予算の編成

事業ごとに目標を設定し、目標の達成に向けて、毎年度、事業の成果と効果の点検評価を行い、実施計画の見直しを行う。

実施計画

毎年度の予算

事　業　名
№54 水みらいビジョンの進行管理と評価
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表72　経営効率化の取組と対応する事業

　本市では、水道事業を取り巻く社会情勢の変化や多様化・複雑化するお客さまニーズ等を的確
にとらえ、安定した水道サービスを提供するため、これまでも小規模施設の統廃合等による維持
管理費の削減を進めるとともに、効率的な組織体制の構築や浄水場運転管理業務の民間委託、水
道料金に関わる営業部門業務の包括委託による人件費の削減、さらには企業債借入の抑制によ
る支払利息の縮減を図るなど、経営効率化の取組を推進してきました。
　水道事業は固定費が大部分を占める装置産業であり、水需要にかかわらず費用が減少しない
という特性を持つ一方、水需要の減少は直接的に料金収入の減少に繋がります。今後は、水需要
が減少していくことが見込まれ、事業を健全に運営していくためには、料金水準の見直し等の財
源確保の検討が必要不可欠となり、経営環境はこれまで以上に厳しい状況となることが見込ま
れます。
　本ビジョンに掲げた目指すべき将来像への歩みを効率的に進めることを目指し、今後も直面
する課題や新たな課題に柔軟に対応していくため、具体的な経営効率化の取組を施策体系に取
り込み、経営の効率化に取り組んでいくものとしています。

９-３.２.　経営効率化の取組

経営効率化の取組

水道施設の適正化・
効率化の取組

水道施設の更新需要等
経費節減の取組

財源確保及び業務改善
の取組

効率的な組織体制
構築の取組

事　業　名

№15　水道施設のダウンサイジングの検討

№16　水道施設の効率的な運用

№38　漏水防止対策事業

№15　水道施設のダウンサイジングの検討（再掲）

№36　水道施設長寿命化計画の推進

№57　発生抑制を主眼とした３Ｒの推進と適正処理

№45　将来の事業環境を見据えた水道料金制度の検討

№46　財政収支計画の推進

№47　企業債管理の適正化

№48　アセットマネジメントの活用推進

№49　財政支援等の要望と新たな財源確保の推進

№50　新たな官民連携による業務改善の検討

№51　業務改善の推進

№53　ICT 活用による業務の効率化の検討

№43　効率的な組織機構の検討と適切な人員管理

№44　職員教育の充実と求められる技術力の確保
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９-３.将来像の実現に向けて

　本ビジョンにおける各事業は、基本理念である「未来に引き継ぐいわきの水道　～安全でおい
しい水を必要なだけ～」を踏まえた50年後の「いわきの水道」への歩みを進めるために今後10年
間の道筋を示しています。これらの事業を着実に実施していくため、本ビジョンの下、10年間
の『実施計画』を策定します。実施計画は、事業ごとに目標を設定し、具体的な年次計画を策定
するとともに、実施計画に基づいた予算を編成し、将来像の実現に向けた取組を推進します。ま
た、事業をより効率的かつ効果的に推進するために、毎年度、事業の成果と効果の点検評価を行
い、実施計画の見直しを行います。

図97　ビジョンと実施計画の関係

表71　対応する事業

９-３.１.　実施計画の策定

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

目標いわき水みらい
ビジョン2031

いわき水みらいビジョン2031（R4～R13年度）

財政収支計画

実施計画の策定

実施計画に基づく予算の編成

事業ごとに目標を設定し、目標の達成に向けて、毎年度、事業の成果と効果の点検評価を行い、実施計画の見直しを行う。

実施計画

毎年度の予算

事　業　名
№54 水みらいビジョンの進行管理と評価
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表72　経営効率化の取組と対応する事業

　本市では、水道事業を取り巻く社会情勢の変化や多様化・複雑化するお客さまニーズ等を的確
にとらえ、安定した水道サービスを提供するため、これまでも小規模施設の統廃合等による維持
管理費の削減を進めるとともに、効率的な組織体制の構築や浄水場運転管理業務の民間委託、水
道料金に関わる営業部門業務の包括委託による人件費の削減、さらには企業債借入の抑制によ
る支払利息の縮減を図るなど、経営効率化の取組を推進してきました。
　水道事業は固定費が大部分を占める装置産業であり、水需要にかかわらず費用が減少しない
という特性を持つ一方、水需要の減少は直接的に料金収入の減少に繋がります。今後は、水需要
が減少していくことが見込まれ、事業を健全に運営していくためには、料金水準の見直し等の財
源確保の検討が必要不可欠となり、経営環境はこれまで以上に厳しい状況となることが見込ま
れます。
　本ビジョンに掲げた目指すべき将来像への歩みを効率的に進めることを目指し、今後も直面
する課題や新たな課題に柔軟に対応していくため、具体的な経営効率化の取組を施策体系に取
り込み、経営の効率化に取り組んでいくものとしています。

９-３.２.　経営効率化の取組

経営効率化の取組

水道施設の適正化・
効率化の取組

水道施設の更新需要等
経費節減の取組

財源確保及び業務改善
の取組

効率的な組織体制
構築の取組

事　業　名

№15　水道施設のダウンサイジングの検討

№16　水道施設の効率的な運用

№38　漏水防止対策事業

№15　水道施設のダウンサイジングの検討（再掲）

№36　水道施設長寿命化計画の推進

№57　発生抑制を主眼とした３Ｒの推進と適正処理

№45　将来の事業環境を見据えた水道料金制度の検討

№46　財政収支計画の推進

№47　企業債管理の適正化

№48　アセットマネジメントの活用推進

№49　財政支援等の要望と新たな財源確保の推進

№50　新たな官民連携による業務改善の検討

№51　業務改善の推進

№53　ICT 活用による業務の効率化の検討

№43　効率的な組織機構の検討と適切な人員管理

№44　職員教育の充実と求められる技術力の確保
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第９章　事後検証・フォローアップ

　本市では、将来像の実現を推進していくために、PDCAにより事業の進捗管理と事業効果の点
検評価を行い、改善策等を翌年度以降の計画や予算に反映させることで継続的な改善・見直しを
図っていきます。
　事業の実施状況や経営状況については、経営の透明性を図ることを目的として、さまざまな手
法でお客さまに公表するとともに、水道事業経営審議会に報告し、ご意見をいただきながら今後
の事業運営に反映していきます。

図98　ビジョンの推進体制（PDCAサイクル）

図99　ビジョンの見直しスケジュール

９-３.３.　推進体制

　本ビジョンを効率的かつ効果的に推進するため、５年目の令和８（2026）年度にそれまでの事
業の進捗状況や効果、目標の達成状況、財政収支計画を検証し、６年目以降の目標等の見直しを
行います。

９-３.４.　今後の見直しスケジュール

Plan
（計画）

Do
（実施）

Action
（改善）

Check
（評価）

1年目
令和4年度

2年目
令和5年度

3年目
令和6年度

4年目
令和7年度

5年目
令和8年度

6年目
令和9年度

7年目
令和10年度

8年目
令和11年度

9年目
令和12年度

10年目
令和13年度

いわき水みらいビジョン2031

見直し

目標の達成に向けて、5年目までの進捗状況を踏まえ見直しを行う。

計画に沿って事業を
実施します。

評価結果を踏まえ計画の見
直しや事業の改善を検討し
ます。

事業の進捗状況（成果）や
効果を確認し、点検評価
します。

ご意見 報告・公表

いわき市水道事業経営審議会・お客さま

改善の検討を踏まえ計画
の見直しをします。 資料編
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